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［ お問合せ］ 神奈川県教育委員会教育局生涯学習部文化遺産課
横浜市中区日本大通 33　 TEL  045-210-8359（ 直通）　 FAX  045-210-8939

大綱の全文はホームページに掲載し ています

神奈川県庁舎 

令和元年　 国の重要文化財に指定さ れまし た。

■文化財防災マッ プ
震度や津波等の災害時被害状況の分布を 示し た地図に、 国及び県指定文化財の位

置や内容等を 重ねるこ と で、 個々の文化財が所在する 場所の災害リスク 情報を提供

しています。

ホームページ  h ttp s ://w w w 2 .w ag m ap . j p/k an ag aw a-sp/

■文化財防災対策マニュアル

大規模災害に対する 備えや対応について、 主に有形文化財の所有者等及び無形民

俗文化財の関係者の方々に、 知っておいていただきたいことを記載しています。 例え

ば、 日頃の取組、 災害時の対応、 復旧に向けて、 防火対策、 耐震対策及び風水害

対策等を説明しています。

ホームページ  https://w w w.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/aaa.htm l

防災及び災害発生時の対応
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神奈川県　 文化財保存活用大綱 検索

文 化 財 を

守り

伝 え

活 かす
地域の文化財は、 現在まで 守り 伝えら れてき た貴重な財産です。

地域社会総がかり で文化財を 守り 、 伝え 、 活かしていく こと で 、

魅力あふれる 神奈川を目指し ます。
概
要
版

文化財保存活用大綱と は

神奈川県における文化財の保存と 活用の基本的な 方向性を 明ら かにして、 県や市町村、 県民など 、

地域全体で 協力し ながら 文化財の保存と 活用に取り 組む共通の基盤と なるも のです。

すでに取り 組んでいること

こ れから 取り 組んでいく こと
じ ゅ そう

•  天然記念物管理マニュアル（ 樹木・ 樹叢） の整備

•  文化財レスキュー活動の実施

•  大規模災害発生後の被災文化財の復旧・ 復興事業に係る調査研究 など

銅造 阿弥陀如来坐像（ 鎌倉大仏）  鎌倉市： 国宝

文化財を
守り 、 伝え 、

活かしていく ため、
文化財所有者、 県民、
民間団体、 国、 県、

市町村が
連携・ 協力して

いきます。

https://www2.wagmap.jp/kanagawa-sp/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/aaa.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/taikou.html


県内の文化財には次のよう な

課題があり ます。

■ 保存に関する課題

　 ・ 保管や修理等に要する費用負担

　 ・ 日常の維持管理

　 ・ 防災・ 防犯対策

　 ・ 将来的な担い手の不在

　 ・ 保存・ 活用に必要な知識の不足

　 ・ 行政等の支援情報の不足

　 ・ 継承に係る相続税の負担

■ 活用に関する課題

　 ・ オーバーユース（ 過剰利用） 等の

　 　 課題に配慮し た活用

　 ・ 社寺や個人住宅等における平穏な

　 　 環境と の共存

■ 行政における課題

　 ・ 文化財の価値や魅力の周知不足

　 ・ 文化財の専門性を有する職員の

　 　 人材育成

文化財を取り 巻く 主な課題

次の方向性と 方針に沿って文化財の保存・ 活

用を 進めていきます。

■ 三つの方向性

 １ 　 文化財の価値に関する意識の共有

 ２ 　 県民が共に支える文化財の保存・ 継承

 ３ 　 文化財を活用し 、 人を引きつける地域の魅 

　 　 力づくり

■ 県内の文化財の保存・ 活用に関する方針

 １　 建造物や民俗文化財など、 分野ごと の特

　 　 性に応じ て保存・ 活用を図っていきます。

 ２　 周辺地域に所在する多様な文化財を総合的

　 　 に把握したうえで、 周辺環境も含めた保存・   

　 　 活用を推進できるよう 、 取組を支援し ていき

　 　 ます。

 ３ 　 未指定の文化財を 適切に把握し 、 価値の

　 　 ある文化財が見出さ れた場合は、 指定等の

　 　 可能性を探っていきます。

 ４　 県は、 市町村に対し て技術的指導や助言を

　 　 行うとともに、 国との調整も図っていきます。

 ５ 　 複数の市町村に分布し たり 県を 越えて 所

　 　 在する文化財について、 県は調整に当たっ

　 　 ての窓口とし ての役割を果たし ていきます。

 ６　 関係団体や地域の住民とも連携を図ってい

　 　 きます。

文化財の保存・ 活用の方向性と 方針 文化財の保存・ 活用を図るための対策

1 文化財の調査・ 指定

　 地域にある文化財を調査・ 把握し 、 その価値に応じて文化財の指定や登録

　 に向けて取り組みます。

2 指定文化財の修理・ 整備に対する支援

　 所有者等が行う 指定文化財の保存修理等に対して、 補助金等により支援します。

3 指定文化財の所有者等に対するその他の支援

　 所有者等が行う 修理・ 整備等に対する助言や相談のほか、 公開・ 活用の

　 事例や法改正に伴う 支援制度など、 所有者支援につながる情報提供を積極

　 的に行います。

4 活用の推進

　 文化財の本質的な価値を損なうことのないよう 配慮し つつ、 公開の機会の

　 拡大など、 文化財の活用に取り組んでいきます。

5 情報発信等

　 文化財の価値を広く 共有していく ため、 多言語による情報発信や多様な情

　 報媒体の活用に取り組んでいきます。

6 次世代の育成

　 学校教育と連携することで、 次世代の文化財保存・ 活用の担い手を育成し

　 ていきます。 また、学芸員やボランティアの育成を積極的に支援していきます。

7 保存・ 活用のためのその他の取組

　 文化財を確実に守り、 有効に活用するため、 他法令を所管する関係課等とも

　 連携を図りながら、 違反行為や新たな活用への対応等にあたるよう 努めます。

　 やむを得ず文化財をそのままの形で継承できない場合にも、 所有者の意向等

　 を踏まえ、 部分的な保存や記録保存など、 状況に応じた対応を行います。

8 県としての取組事項

　 県所有の文化財について、 可能な限り、 積極的に公開・ 活用を実施してい

　 きます。 また、県として「 民俗芸能の保存・ 活用」「 近代の文化財の保存・ 活用」

　「 埋蔵文化財の保存・ 活用」 の３つのテーマに重点的に取り組んでいきます。

旧横浜正金銀行本店本館（ 県立歴史博物館）

横浜市： 国重要文化財

箱根関跡

箱根町： 国史跡

東京湾要塞跡（ 千代ヶ 崎砲台跡）

横須賀市： 国史跡

東京湾要塞跡（ 千代ヶ 崎砲台跡）

横須賀市： 国史跡

チャ ッ キラ コ

三浦市： 国無形民俗文化財 (ユネスコ 無形文化遺産）

勝坂遺跡（ 復元竪穴住居）

相模原市： 国史跡

菅の獅子舞

川崎市： 県指定無形民俗文化財

写真提供　 川崎市教育委員会

菅の獅子舞

川崎市： 県指定無形民俗文化財

写真提供　 川崎市教育委員会

小田原城跡

小田原市： 国史跡

相模人形芝居（ 林座）

厚木市： 国無形民俗文化財

文化財を 取り 巻く 課題と 保存・ 活用の方向性を 踏まえ、

次の対策を 行っていきます。

目指すべき将来像　 　 　 　 文化財を守り 、 伝え、 活用し 、 歴史や文化、　 自然を感じ る魅力あふれる神奈川へ

小田原城址公園お堀と 桜、 神奈川県小田原市
ク リ エイ ティ ブ・ コ モンズ・ ラ イ センス 表示 4.0

h ttp s://crea ti vecom m on s.o r g/l i cen ses/b y/4 .0 /d eed . j a


